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多摩市の歩み

１９６４年（昭和３９年） 町制（現 町村制）が施行され、多摩町となる

１９６５年（昭和４０年） 多摩ニュータウン開発が都市計画決定される

１９７１年（昭和４６年） 諏訪、永山地区第一期入居開始

市制を施行し、多摩市となる

１９８５年（昭和６０年） 人口１０万人を超える

２００１年（平成１３年） 第四次多摩市総合計画策定（現行の総合計画）

２００４年（平成１６年） 多摩市自治基本条例施行

２００５年（平成１７年） ニュータウン開発事業終了



立体化工事中の聖蹟桜ヶ丘駅（昭和43年）



昭和49年頃の多摩センター駅北側



昭和50年頃の永山駅周辺
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総　　数 145,862 145,877 146,905 145,826 143,774 140,013 

生産年齢人口 110,825 105,761 99,554 91,061 86,206 82,997 

老年人口 16,164 22,980 31,390 40,208 44,752 46,093 

年少人口 18,868 17,136 15,961 14,557 12,816 10,923 
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多摩市の歳入構成の推移



目的別経費の推移（歳出）



主な目的別経費の推移（歳出）



財政の見通し（平成20年度～平成24年度）



自立的な都市であり続けるために

☆ 現在の多摩市の財政は、
まだ基礎体力がある
（財政力指数が高い）

☆ 肥大化した体質を見直す

厳しい状況だけど、
将来に
負担を先送りしない！

本格的少子高齢社会の移行に向けて
健全な体質へ改善



従来の公共から｢新しい公共｣へ
（ｲﾒｰｼﾞ図）
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  「新しい公共の担い手」―― 「信頼」のネットワーク・モデル
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｢新しい公共｣へ （立体ｲﾒｰｼﾞ図）

多様な主体の協働・

役割分担へ

市の役割→信頼のネットワークの維持と
創造的発展
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市の役割 サービスの提供
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第31回多摩市政世論調査より（抜粋）
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総合計画とは・・・

将来に向けてまちづくりを推進していくため
の指針となる市の最上位の計画です。

※ 基本構想と基本計画の2層で構成します。



基本構想

平成23年度からの
概ね20年間

基本計画

平成23年度からの概ね
10年間

多摩市の目指すまちの姿や
まちづくりの基本理念、基本
方針を定めます。

多摩市の目指すまちの姿や
まちづくりの基本理念、基本
方針を定めます。

基本構想に掲げた「目指すまち
の姿」を実現するための取り組
みの方向性等を定めます。

基本構想に掲げた「目指すまち
の姿」を実現するための取り組
みの方向性等を定めます。



今回のワークショップでは・・・

基本構想を策定する
ために“目指すまち
の姿”について考え
ていきます。



基本構想は・・・ まちづくりの基本理念、目指すまちの姿、ま
ちづくりの基本方針など を定めたもの

まちづくりの基本理念、目指すまちの姿、ま
ちづくりの基本方針など を定めたもの

一般的な例では・・・

まちづくりの基本理念

目指すまちの姿 ○○市の目指すべきまちの姿：

１．子どもたちが◎◎◎なまち

２．安心して××××できるまち
・

・

・

まちづくりの基本方針 “目指すべきまちの姿”を実現するため

の基本姿勢

○○市の将来都市像：
誰もが□□□□で△△△なまち



第五次多摩市総合計画策定スケジュール

策定に必要な基
礎データの収
集・整理・分析

H20年度

基本構想案の審
議
議会での議決、
決定

H21年度

基本計画の審議
議会との協議、
決定

H22年度

新しい総合計画
基本構想・基本計画

H23年度：スタート

市民の皆さんのご意見

・市民アンケート
・世論調査
・パブリックコメント
・市民団体提案
・市民ワークショップ

etc.




